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諮問庁：独立行政法人工業所有権情報・研修館 

諮問日：平成２７年２月２５日（平成２７年（独情）諮問第７号） 

答申日：平成２９年３月２３日（平成２８年度（独情）答申第９２号） 

事件名：特許電子図書館の廃止等に関する特許庁との合意書等の不開示決定

（不存在）に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「ＪＰＯとＩＮＰＩＴは，『平成２２年の閣議決定のとおり，特許電子

図書館は平成２６年度中に廃止する。また，特許情報について高度化，多

様化するユーザーニーズに応えるべく，ＩＮＰＩＴが，新たな特許情報提

供サービスを構築する。』の内容で合意したそうであるが，この合意書並

びにこの合意に至るまでの議事録等の経緯を表した書面」（以下「本件対

象文書」という。）につき，これを保有していないとして不開示とした決

定は，妥当である。 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」とい

う。）３条の規定に基づく開示請求に対し，平成２６年１２月１１日付け

２０１４１１１２情館００２により独立行政法人工業所有権情報・研修館

（以下「情報・研修館」，「処分庁」又は「諮問庁」という。）が行った

不開示決定（以下「原処分」という。）について，その取消しを求める。 

２ 異議申立ての理由 

（１）異議申立書 

特許電子図書館を刷新する旨の審議会での報告を踏まえて，特許庁と

情報・研修館は，いかにＪＰＬＡＴＰＡＴ（特許情報プラットフォー

ム）を開発したのか，この経緯に関する文書が欠落しているので開示し

ていただきたい。 

よって，原処分を取り消す旨の決定を求める。 

（２）意見書 

ＩＰＤＬ（特許電子図書館）もＪＰＬＡＴＰＡＴ（特許情報プラット

フォーム）も産業財産権情報提供サービスであり，特許庁の最重要政策

である。したがって，平成２２年１２月に特許電子図書館廃止が決定さ

れてからまたは廃止決定前から，同２５年３月以降の特許庁と情報・研

修館の合意によりＪＰＬＡＴＰＡＴ実施を決定するまで，いかなる産業

財産権情報提供サービスを提供すべきであるか，種々詳細に討議等され
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ているはずである。特に，平成２６年２月の知的財産分科会での特許電

子図書館を刷新する旨の提言の中で，「官民の役割分担に留意しつつ」

と記載されているとおり，官民の役割分担に関する議論がなされている

はずである。また，産業財産権情報提供サービスは，特許庁の最重要政

策であるので，議事録を作成し永年保存されるべきものである。 

よって，原処分を取り消す旨の決定を求める。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 事案の概要 

処分庁は，平成２６年１２月１１日付けで，本件対象文書について，法

９条２項の規定に基づき，原処分を行った。 

２ 本件対象文書の保有の有無について 

特許電子図書館を平成２６年度中に廃止することについては，同２２年

１２月７日の定例閣議において「『独立行政法人の事務・事業の見直しの

基本方針』について」が決定されたことを受けてのことである。この閣議

決定を踏まえ，「特許庁業務・システム最適化計画」改訂版（同２５年３

月１５日）において「情報・研修館における特許電子図書館に関して，現

行の特許電子図書館について同２２年１２月の閣議決定を踏まえて対応す

る。」という旨記載されているとおり，特許庁と情報・研修館が共通認識

の下，特許電子図書館は同２６年度中に廃止するものである。 

また，情報・研修館が新たな産業財産権情報提供サービス（Ｊ－Ｐｌａ

ｔＰａｔ）を構築することについては，特許庁業務・システム最適化計画

に関する意見募集に対する御意見及び回答（平成２５年３月１５日）にお

いて，「同２２年１２月の閣議決定の主旨である効率化を図ることに十分

に配慮しつつ，特許庁は，インターネットを通じた産業財産権情報の提供

サービスを切れ目なく実施してまいります。」と公表されており，ユーザ

ーからの「特許電子図書館においては，同２２年１０月に行われた特許特

別会計事業仕分けの対象となり，同２２年１２月閣議決定により同２６年

度中に特許電子図書館を廃止する決定がなされたと理解しています。特許

電子図書館が廃止されるのであれば，同２６年度までに特許等の検索等を

行うことができるなど，少なくとも現在の特許電子図書館と同様の機能を

有する代替のシステムを構築し，誰もがいつでもどこからでも無料で利用

できユーザーにとって使い勝手のよい産業財産権情報の検索・閲覧サービ

スを提供していただきたいと思います。」などの高いニーズを背景に，特

許庁と情報・研修館は，産業財産権情報の提供を主要業務の一つとしてい

る情報・研修館が新たな産業財産権情報提供サービス（Ｊ－ＰｌａｔＰａ

ｔ）を実施することについて合意した。 

さらに，産業財産権情報提供サービスの必要性については，第１回産業

構造審議会知的財産分科会（平成２５年９月１１日）において，特許電子
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図書館の必要性についての提言を，第５回産業構造審議会知的財産分科会

（平成２６年２月２４日）にて取りまとめられた報告書において，「現在，

情報・研修館がインターネットを通じて提供している特許電子図書館につ

いて，官民の役割分担に留意しつつ，世界知的所有権機関や欧州特許庁な

ど諸外国の同様のサービスを超える世界最高水準のサービス提供を目指し

新たな基盤を刷新する。」との提言を受けている。 

なお，特許庁と情報・研修館間による合意は，口頭による確認であった

ため，特許庁と情報・研修館との合意書及びこの合意に至るまでの議事録

等の経緯を表した法人文書は存在しないのである。 

３ 結論 

以上のとおり，本件対象文書は存在しないのである。したがって，原処

分は維持されるべきものと考える。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２７年２月２５日  諮問の受理 

   ② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年３月１６日     異議申立人から意見書を収受 

   ④ 平成２９年３月３日   審議 

   ⑤ 同月２１日       審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件対象文書は，「特許庁と情報・研修館は，『平成２２年の閣議決定

のとおり，特許電子図書館は平成２６年度中に廃止する。また，特許情報

について高度化，多様化するユーザーニーズに応えるべく，情報・研修館

が，新たな特許情報提供サービスを構築する。』の内容で合意したそうで

あるが，この合意書並びにこの合意に至るまでの議事録等の経緯を表した

書面」である。 

諮問庁は，本件対象文書を保有していないとして不開示とした原処分を

妥当としていることから，以下，本件対象文書の保有の有無について検討

する。 

２ 本件対象文書の保有の有無について 

（１）本件対象文書の保有の有無について，当審査会事務局職員をして諮問

庁に確認させたところ，次のとおりであった。 

ア 特許電子図書館は，平成１１年３月からインターネットを通じて産

業財産権関連情報等の無料提供を実施しているデータベースであり，

平成１６年１０月に特許庁から情報・研修館に移管された。 

イ 平成２１年１０月２９日改定の「特許庁業務・システム最適化計

画」（以下「最適化計画」という。）において，産業財産権情報の対
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外提供については，「特許庁運営基盤システムの構築後（平成２７年

１月目途）は，本計画に基づき達成する様々な情報は全てインターネ

ット上の一つのポータル（窓口）から入手できるようにするサービス

の提供を実施する」とされた。 

ウ 平成２２年４月１９日，経済産業省が公表した「経済産業省所管独

立行政法人の改革について」（以下「平成２２年独法改革」とい

う。）において，「特許電子図書館事業については，特許庁新検索シ

ステムが稼働すれば，特許庁データベースからリアルタイムで特許情

報の提供が可能となることから，その段階で情報・研修館の事業とし

ては廃止する。」とされた。 

エ 平成２２年１２月７日付けで閣議決定された「独立行政法人の事

務・事業の見直しの基本方針」（以下「基本方針」という。）では，

同年１０月２９日に行われた内閣府行政刷新会議ワーキンググループ

「事業仕分け」の評価結果に基づき，「特許電子図書館事業について

は，特許庁新検索システムの本格運用に合わせ，情報・研修館の事業

としては廃止する。」とされ，その実施時期は平成２６年度中とされ

た。 

オ また，「独立行政法人工業所有権情報・研修館 第３期中期計画」

（以下「第３期中期計画」という。）において，特許庁が定める方針

に基づき，特許庁における審査経過等の工業所有権情報の外部への提

供について，「本業務については，『特許庁業務・システム最適化計

画』に基づく特許庁の新事務処理システム開発の進展及び効果を踏ま

えて廃止する。」とされた。 

なお，中期計画とは独立行政法人通則法３０条に基づき，独立行政

法人が作成し，主務大臣の認可を得るものである。 

カ 新たな特許情報提供サービスについては，「独立行政法人工業所有

権情報・研修館 平成２５年度計画」（以下「２５年度計画」とい

う。）において，「特許電子図書館事業の廃止後に出願人などのユー

ザーにインターネットを利用して工業所有権情報を切れ目なく提供す

る新たなサービスの準備を進める。」とされた。 

なお，年度計画とは独立行政法人通則法３１条に基づき，独立行政

法人が定め，主務大臣に届け出るものである。 

キ また，「独立行政法人工業所有権情報・研修館 平成２６年度計

画」（以下「２６年度計画」という。）では，「第５回産業構造審議

会知的財産分科会（平成２６年２月２４日）においても世界最高水準

の知的財産権情報サービスの実現を目指すとされたことを踏まえ，官

民の役割分担に留意しつつ，新たな『産業財産権情報提供サービス事

業』（仮称）の準備を進め，平成２７年３月末に提供を開始する」と
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された。 

なお，特許電子図書館は平成２７年３月２０日にサービスが終了と

なり，同月２３日から新たな特許情報提供サービスとして，「特許

情報プラットフォーム（Ｊ－Ｐｌａｔｐａｔ）」のサービスが開始

された。 

ク 上記イないしキのとおり，特許電子図書館の平成２６度年中の廃止

及び新たな特許情報提供サービスについては，基本方針等の政府方針

や審議会の提言などを踏まえて，中期計画・年度計画の定めに基づき

進められていたため，特許庁との間で共通認識はあったものの，書面

による合意は必要ではなく，口頭による確認であったため，合意書並

びにこの合意に至るまでの議事録等の経緯を表した法人文書（以下

「合意書等」という。）は作成も取得もしていない。 

また，いずれも中期計画又は年度計画に関連することから，念のた

め，当該各中期計画及び年度計画に関する文書ファイルを探索した

が，合意書等の存在は確認できなかった。  

（２）諮問庁から平成２２年独法改革，基本方針，第３期中期計画，２５年

度計画及び２６年度計画の提示を受けて確認したところ，特許電子図書

館の平成２６年度中の廃止及び新たな特許情報提供サービスに関する経

緯については，上記（１）イないしキのとおりであり，基本方針等の政

府方針や審議会の提言などを踏まえ，中期計画・年度計画の定めに基づ

き進められていったため，特許庁との間で共通認識はあったものの，書

面による合意は必要ではなく，合意書等は作成も取得もしていないとす

る諮問庁の上記（１）の説明は不自然，不合理とはいえず，他に本件請

求文書に該当する文書の存在をうかがわせる事情は認められないことか

ら，情報・研修館において，本件対象文書を保有しているとは認められ

ない。 

３ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，これを保有していないとして不

開示とした決定については，情報・研修館において本件対象文書を保有し

ているとは認められず，妥当であると判断した。 

（第２部会） 

  委員 白井玲子，委員 池田綾子，委員 中川丈久  

 

 

 


